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はじめに

魔女裁判研究の中で必ず言及される著書に『魔女への鉄槌』（以下『鉄槌』

と略記）がある。この作品は 1487 年に出版され、18 世紀初頭までにおよそ

3万部がヨーロッパで流布した当時のベストセラーの一冊であり、魔女裁判

の際に裁判官たちの指南書となったようである。今日の同書に対する一般的

な評価は魔女裁判の元凶となり、アドルフ・ヒトラーの『わが闘争』と並ん

で歴史上最悪な著書の一つであるというものである。例えば、アメリカの研

究者 R・H・ロビンズは次のように述べている。「『魔女への鉄槌』は、これ

までに書かれた悪魔学文献の中でも疑いもなく最も重要にして元も不吉な作

品である。この書物は、それまでは黒魔術に関する民案伝承でしかなかった

ものを、異端に対するキリスト教教義と結び付け、獰猛にして厳格な法の形

に結晶させた。同書こそ、異端審問の狂乱への水門を開いた書物である。」1

しかしこのような評価が見られるにもかかわらず『鉄槌』の事態の研究は今

日までほとんど行われていない。『鉄槌』の最初の本格的な研究者派 19 世紀

のドイツの歴史家ヨゼフ・ハンゼンであり、彼は『鉄槌』が果たした歴史的

役割について次のような見解を示した 2。１）神の許可を得、秋間と結んだ

契約によって害悪魔術を行う者という魔女の概念を確立し、ヨーロッパ中に

ひろめたこと。２）魔女＝女性というステレオタイプを確立したこと。３）

魔女裁判を正当化したこと。これらの見解はほとんどそのままの形で今日

まで踏襲されており 3、『鉄槌』の研究にこれ以上の進展は見られなかった。

しかし、近年『鉄槌』のドイツ語訳 4 や英訳 5 が相次いで出版された。これ
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らは、ハンゼンの研究を土台にしつつも、新しい見解を示している。しかしな

がら、これらの研究もそれ以前の研究と同様、著者の経歴など『鉄槌』を取り

巻く状況の解明をメインテーマとしており『鉄槌』そのものにはあまり目を向

けていない。また、研究書における『鉄槌』の一般的な取り上げられ方は、こ

の書の第 3部に示されている魔女裁判の実践方法を重視したものとなってい

る。つまり、第一部の魔女を定義した神学的論拠と第二部の魔女の行為は無視

されているのである。このような偏った状況を改善することを目指して、以下

では、『鉄槌』の成立状況を明らかにした上で、魔女裁判の前提として極めて

重要な位置を占める第一部を検討する。

1．『魔女への鉄槌』（Malleus Malefi carum）の成立

1－ 1『鉄槌』の構成

『鉄槌』の著者はドイツのドミニコ会修道士ヤーコブ・シュプレンガー

Jakob Sprengerとハインリヒ・クラマー（ラテン語名インスティトーリス）

Heinrich Kramer/Institorisであると言われている 6。この二人の執筆における役

割は未だよく分かってはおらず、様々な議論がある 7。しかし本論では執筆の

直接的な動機となった裁判にクラマーのみが関わっていたことや、魔女裁判に

より熱心であったのはクラマーであったという事などを考慮し、主な著者はク

ラマーであるとして論を進めていく。

『鉄槌』は 1487 年 2 月ドイツのシュパイヤーのペーター・ドラッハによっ

て出版され、完成版が出版されるのは 1490/1491 年である。完成版には、著書

の題名がラテン語で、‘Malleus Malefi carum’と印刷された。このMalleus（鉄

槌）という言葉は本来異端審問官に対して使用されていた尊称である。それ

故、著者がこの作品に‘Malleus Malefi carum’と名付けたことは、魔女裁判が

異端審問の範疇にあることを示している 8。

完成版における作品の構成は、弁明書、インノケンティウス 8世の教皇教

書、ケルン大学神学部の出版許可証、目次、そして三部から成る本文である。

弁明書は、今日の序文に相当し、著者の名前（シュプレンガーのみ）や魔女の

実在性そして終末における神に対する悪魔の攻撃に関関する著者の見解を見
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ることができる。教皇教書は、1484 年 12 月 5 日にインノケンティウス 8世に

よって、クラマーとシュプレンガーのドイツにおける異端審問の活動を支援す

るために出されたものが、添えられている。これは、この作品が教皇の権威に

よって認められたものであることを強調するために本書に添えられた。ローマ

教会はこの教書によって魔女裁判を積極的に支持したと非難されることがある

が、教皇はクラマーが提出した嘆願書の言葉をそのまま写していることからす

ると、実際教皇が魔女問題について大きな関心を持っていたとは考えにくい。

ケルン大学神学部はこの時代最も権威のある神学部の一つであった。その許可

証の入手（1487 年 5 月 19 日）は、『鉄槌』の神学的正当性を証明するもので

あり、また魔女裁判に反対する者たちに対して非常に有効であったように思わ

れる。また、『鉄槌』に添えられてはいないが、シュプレンガーとクラマーは、

神聖ローマ皇帝マクシミリアン 1世が各諸侯に魔女裁判に協力することを命じ

た書簡（1486 年 11 月 5 日付け）を手に入れている。教皇教書、ケルン大学の

出版許可証、そしてマクシミリアン 1世の書簡、この三つによって彼らの行う

魔女裁判及び彼らの作品は、聖、俗、そして学問の世界から正当であると認め

られたと周囲に示すことができた。

『鉄槌』の本論は、第一部、第二部、第三部の三部構成となっている。これ

はトマス・アクイナスの『神学大全』にならったものであり、「問い」の形式

や多くの権威からの引用はスコラ学の論証方法を採用したものである。第一部

は、「魔術の必要な三要素；悪魔、魔女、神の許可について」と題され、全 18

問から成っている。魔女裁判に反対する俗人並びに聖職者に対して、魔女や魔

女が行う害悪魔儒の実在性、異端性などを証明するために書かれ、魔女が悪事

を行う際に必要である三つの構成要素、つまり魔女、悪魔そして神の許可につ

いての神学的論証を行っている。この第一部は、主にトマス・アクイナスを引

用して書かれている。トマスは、アリストテレスなどの古代の哲学者やアウグ

スティヌスなどの中世のキリスト教教父たちの著書を自身の著書に多く引用し

ている。そして、それを更に引用して書かれたのが『鉄槌』第一部である。著

者は、第一部で、神の許可を得て、悪魔と結んだ契約によって害悪魔術を行う

者という魔女の定義を示している。この定義は『鉄槌』出版以降ヨーロッパ中
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に広がり、魔女裁判の際の魔女に対する概念として根付いていった。この第一

部において、魔女はその行為以前の「悪魔との契約」というキリスト教におけ

る魂の堕落のために裁かれることになったのである。

第二部は、「魔女害悪魔術を行う方法及び、その方法を無効にする方法につ

いて」と題され、全 24 問から成り、二部構成となっている。その前半の 16 問

では、魔女が害悪魔術を行う方法について、後半の 8問では害悪魔術を阻止

し、治療するために教会が取るべき方法について述べられている。それ故、著

者自身は第二部の冒頭で、『鉄槌』 において最も重要な個所はこの第二部であ

ると主張している。魔女が人間を他の生物に変える方法や嵐を起こす方法、ま

た夫婦間の肉体関係を妨害する方法などが書かれている。これらは、ドミニコ

会士のヨハン・ニーダー 9 が著した『蟻塚』（1437 年）の第 5巻を基にして書

かれており、当時の人々が実際に魔女をどのような者と考えていたのかを知る

ことができる。

第三部は、「魔女及び全ての異端に対する教会並びに世俗両法廷における裁

判方法について」と題され、全36問から成っている。ここでは、裁判の開始方

法、証人尋問、投獄、逮捕、弁護、拷問、判決などについての詳細な支持と助

言が書かれている。第三部は、アラゴンの異端審問官ニコラス・エイメリコ 10

が 1376 年に著した『異端審問指針』を基に書かれている。『異端審問指針』が

異端審問官のために書かれているのに対して。『鉄槌』第三部は、主として世

俗の裁判官のために書かれている。『鉄槌』がこの時代には珍しい 18 折のポ

ケット版で出版され、ベストセラーとなりえたのは、魔女裁判様に『異端審問

指針』を改作したこの第三部が魔女裁判に携わる裁判官たちにとって最も有益

な部分であったためであると考えられている。

１－２『鉄槌』執筆の動機

クラマーが魔女裁判に本格的に力を入れたのは、1482 年のローマからの帰

国後である。クラマーはシュプレンガーと共に、あるいは単独で、アウグスブ

ルク司教区やブリクセン司教区とその近郊の都市インスブルックなどで魔女裁

判を行っている。2人を魔女裁判へと駆り立てたものは、14 世紀以降知識人の

間でも民衆の間でも広まっていた終末思想であったように思われる。この時代
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の終末思想とは、世界は終末を迎え、悪魔とそれに従う悪人の悪の軍団の力が

頂点を迎え、外からはイスラム教徒であるトルコの軍隊がキリスト教世界に襲

いかかり、内からは異端や魔術師に続いて魔女がキリスト教世界に反旗を翻し

ているというものである。そして異端などを処罰しないので、その数は益々増

え続けている。彼らは教皇直属の異端審問官としてイエス・キリストに従う聖

人、キリスト教の軍団の最前線の兵士として終末戦争の最前線で戦っていると

いう使命感を持っていた。

しかし、異端審問官による魔女裁判には聖俗両権力の反対が強く、魔女裁判

を行うことは非常に困難であった。1481 年から『鉄槌』を執筆した 86 年まで

に成功した魔女裁判は、コンスタンツ司教区とその近郊の町ラーヴェンスブル

クで 48 人を火刑にした裁判だけであり、その他の裁判は全て失敗に終わって

いる。そして、『鉄槌』を執筆するに至った直接的な動機は 1485 年秋のチロル

の主要都市インスブルックにおける魔女裁判の完全なる敗北にあったと考えら

れている。その裁判はどのように行われたのかを見ておきたい 11。

インスブルックは、政治的にはチロルの領邦君主太公ジグムント・フォン・

エストライヒの支配領域であり、教会的にはブリクセン司教区に属しており、

その司教はゲオルグ 2世・ゴルザーであった。ゴルザーは異端審問官の魔女熱

狂には懐疑的な態度を示していた。

クラマーは、教皇インノケンティウス 8世の教書のブリクセン司教区におけ

る公布を、ゴルザーに何度も要求し、最終的にゴルザーはこの要求に従わざる

をえなかった。そして、1485 年 7 月 23 日ブリクセン司教区においてこの教書

は交付され、正式な異端審問の幕開けとなった。その後クラマーは、この司教

区の主要な教会で説教を何度も行った。

1485 年 8 月 9 日から 9月 14 日までに行われた異端審問でクラマーは証人尋

問を行った。その結果約 50 人が魔女として疑われた。このような状況の中、

太公ジグムントは、「今後魔女裁判にはどのような態度をとるべきか。」という

趣旨の書簡をゴルザーに送っている。それに対し、ゴルザーは「職務上、教皇

代理の助けをしなければいけない。」と答えている（1485 年 9 月 21 日付）。ま

た、クラマーに、同日付けで送った書簡には、「審問の際、法を遵守すること、
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太公の助言を求めること」を要請している。

クラマーは、7人の女性を逮捕させ、容疑者及び証人の尋問を開始した。そ

れは 1485 年 10 月 4 日から 21 日まで行われた。その際、公証人としてクラ

マーに尽力していたのは、教皇教書の中で言及されていたグレンパーではな

く、教皇庁の書記ヨハン・カンターであった。また、数人のドミニコ派修道士

が、約 30 もの審問に列席した。彼らの出身地は、クラマーの初期の異端審問

の場所と一致している。

1485 年 10 月 7 日に 4回目の裁判が行われた。太公ジグムントは、魔女裁判

の擁護者として法学の知識のある者の派遣を司教に要請した。司教は、アクサ

ムの主任司祭ジグムント・ザウマーの派遣でもってこれに応じた。司教のザウ

マーに対する指示からは、司教が魔女裁判の遂行に賛成していないこと、そし

て女性が咎められる犯罪を信じていないことが伺える。証人尋問は、インスブ

ルックの宿屋リュムレルで行われていた。1485 年 10 月 29 日朝、インスブルッ

ク市庁舎の大広間で法廷が開かれた。一方には、司教の代理人ザウマー、ブリ

クセン司教区における宗教界の総代理人にしてブレンネル地方のマトレイの主

任司祭クリスティアン・トゥルネル、パッサウの司教座聖堂参事会会員パウル

ス・ヴァン、そして、インスブルックの書記バルトロメウス・ハーゲンが立っ

ていた。他方には、クラマー、彼と同じくドミニコ会の修道士が 3人、そして

クラマーの書記カンターが立っていた。クラマーは、被告人ヘレナ・シェウベ

リンを告発し、前へ連れてこさせた。ヘレナは騎士エルグ・シュピースの死に

関して容疑をかけられていた。クラマーが、彼女の性生活の詳細を聞き始めた

時、トゥルネルがそれに介入した。その介入をきっかけに、司教側とクラマー

側との激しい口論となり、公判は一時中断することとなった。

同日 11 時、法廷は再開された。この時、司教側には、医者であり法学者で

ある博士ヨハン・メルヴァイス・フォン・ヴェンディンゲンが加わっていた。

司教側はメルヴァイスと共に、女性たちの弁護をし、メルヴァイスはクラマー

の裁判の遂行に対して形式上必要な 5つの事柄のうち 1つが欠落しているとし

て、裁判の無効を申し立てた。また、容疑をかけられている女性たちに、今後

異端審問官の質問を拒否するように指示している。再び、司教側とクラマー側
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の激しい対立となったが、メルヴァイスは、その後も女性たちの釈放と、クラ

マーを拘置させるための弁論に終始した。

10 月 31 日、インスブルックの市民コンラート・グントヘルの屋敷におい

て、委員会が召集された。ここでも、司教側とクラマー側の激しい口論となっ

た。司教側は再度、裁判の無効を申し立てた。その結果、女性たちの容疑の根

拠も立証されず、また無罪だとも立証されなかった。同日の最終的な論争の

後、司教代理のトゥルネルは最終判決を下した。彼は、弁護人の最終弁論「裁

判は無効であるから、女性には、保証人を付けるが、釈放されるべきである。」

に従い、裁判の終結を宣言した。また、司教代理の権限により、ブリクセン司

教区における異端審問官の権限の喪失を宣言した。この裁判結果に対しクラ

マーは抵抗した。彼は、結果に不満を持つと同時に、魔女裁判の費用負担を心

配していた。

1485 年 11 月 2 日、容疑をかけられていた女性はウアフェーデ 12 のため釈放

されが、クラマーはブリクセン司教区から撤退せず、司教に魔女裁判の再審を

行わせようとしていた。

しかし、司教は、1485 年 11 月 14 日の書簡でもって、正式にそして明確な

言葉で、司教区からの撤退をクラマーに要求し、またそれをインスブルックの

都市主任司祭に通達した。しかしながら、クラマーは引き続きインスブルック

にとどまった。彼は、ブリクセン司教座聖堂参事会の前で、司教に裁判の再審

を申し出た。しかし、司教はこれに応じなかった。司教は、クラマーを危険な

狂信者と見なしており、一刻も早い司教区からの撤退を望んでいた。この事

は、1486 年 2 月 14 日、司教から司教座参事会員ニコラウスへ宛てた書簡で明

らかである。

ニコラウスは、同日付の司教書簡を、司教区からの撤退の最終通告としてク

ラマーのもとへ持参し、その上、口頭でクラマーの存在が司教区において望ま

しくないことを告げた。また、司教はクラマーへ宛てた書簡の中で、クラマー

の出発が延期された場合、容疑者の親族や友人からの攻撃に対し誰も彼の保護

を保証しないと書いている。また、司教はクラマーは彼の修道院に戻り他人に

迷惑をかけるべきではないとも書いている。ここに至り、ようやくクラマーは
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ブリクセン司教区を離れた。

この様に、異端審問官が 魔女裁判を行うことは聖俗両権力の反対にあい非

常に困難であった。聖俗両権は、オーストリア太公ジグムントやブリクセン司

教区の司教ゴルザーのように魔女裁判に介入し、魔女裁判を認めなかった。ま

た、多くの独立した都市も同様に裁判を認めるところは少数派であった。こう

した状況を変えるべく『鉄槌』は執筆されたのであった。

２．『鉄槌』第一部：魔女の神学的論拠

『鉄槌』がその第一部で確立した魔女の定義は、「神の許可を得て、悪魔と

の契約を結び害悪魔術によって害を与える者」である。この定義は、後世の魔

女裁判でそのまま用いられている。つまり構成の魔女は、この定義故に逮捕さ

れ拷問にかけられ、そして殺されたのである。この魔女の定義は、魔女裁判研

究において必ず言及されており、有名であるが、その神学的論拠に関しては

今日まで詳細に述べられてはいない。その理由としては、『鉄槌』がスコラ学

の論法を用いて書かれており、その議論の進め方は我々現代人には理解し難い

という指摘が存在する。例えば、冒頭で紹介したロビンズは『鉄槌』の論法を

「百万語に及ぶその議論のことごとくは、論理や常識をねじ伏せ、あらかじめ

設定された神学的基準に無理やり合わせて行くことで成立している。」と評し

ている 13。また、異端審問や魔女裁判の分野で大きな功績を挙げたリーは著者

の知的程度を笑い、次のように述べている。「その文体は一貫してねじくれて

おり、読む者を困惑させる果てしない論理の脱線は、その著者の頭の混乱を示

している。思考を集中させることができず、終始割り込んでくる雑念を追って

ばかりいる。」これらの評価は、あくまで現代人の思考枠を前提とするものに

過ぎない。むしろ中世末期の当時にあっては、この辟易する議論があったが故

に、それまでは成立しえなかった魔女の定義を示すことができ、魔女裁判の元

凶となりえたと考えるべきであろう。以下では、スコラ学の論法に着目しつつ

魔女の定義がどのような論拠の上になりたっているかを明らかにする。

２－１魔女及び害悪魔術の実在性

魔女裁判反対派は、地上に害悪魔術が存在することを否定していた。従っ
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て、クラマーはまずこれに反論することが必要不可欠であると考えた。そこ

で、第一部問 1を、「魔女が存在するという主張は正統信仰において極めて重

要なため、その反対の主張をすることは明らかな異端であるかどうか。」と題

し 14、裁判反対派が主張する害悪魔術に関する 3つの誤った主張を挙げ、それ

を否定することによって、地上に魔女及び害悪魔術が存在していることを証明

した。反対派の誤った 3つの考えとは、１）地上において害悪魔術は、自然の

結果を害悪魔術のせいにしている人間の空想以外では存在しない。２）魔術師

が存在しているということは認めるが、魔術の結果は単に空想や幻覚の中で生

じている。３）悪魔は実際魔女に力を貸そうとするが、害悪魔術的な行為は空

想の産物である。これに対する著者の論拠は次のようなものであった。

１）トマス・アクイナスの『命題集』の中の言葉 15 を引用し、その正統性

を証明している。「聖書の多くの箇所から明らかなように、神によって許可さ

れた場合、悪魔の力は人間の肉体や想像力に対して力を持つのである。それ

故、人間の創造の中以外で害悪魔術が存在しないと主張する者は、人間の頭の

中以外で悪魔が存在することも信じていないことになる。その結果、そのよう

な者たちは、人間が自分自身でもたらしている恐怖を悪魔のせいにし、強い思

い込みによって悪魔や魔術師が知覚されているに過ぎないと言う。しかし、こ

れは正統信仰ではない。正統信仰の者は、天使が天から落ち、その結果悪魔が

存在することを信じる。従って、悪魔は本来天使である彼の性質に由来する洞

察力から、人間にはできない多くの事を、つまり害悪魔術を行うことができ

る。そして、悪魔がそのような事を行うために誘惑した人間が魔術師である。」

これに加えて著者は、不信心というのは洗礼された者の下では、異端者である

ので、魔女は異端の罪で弾劾されるべきであると主張する。

２）、３）グラティアヌス教令集の 2つの箇所 16 に由来している。教令集で

は、夜間ディアナやヘロディアスと共に出かける女性に関して述べられてお

り、このような行為は空想や幻覚の中で起こっているとされている。また、あ

らゆる物の創造主である神以外で、生き物を良くも悪しくも、あるいは他の姿

に変化させることができると信じている者は不信心であり異教徒よりも悪であ

るともされている。それ故、裁判反対派は、魔術をかけられたあらゆる効果は
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現実ではなく短に空想の産物であると主張しているのである。しかし、クラ

マーはこれを異端の傾向のある考えであり、教会法の正確な理解に反してい

るとして、聖書やトマス・アクイナス 17 そして世俗法などを引き合いに出し

てこの誤りを証明しようとしている。「男であれ女であれ、信託や予言の精神

のある者は死ぬべきである。彼らは投石によって殺されるべきである 18」「魔

術師や占い師に近づき、彼らと見躯体関係を持つ魂に対して、私は私の眼で裁

き彼らを私の民に中から根絶する 19」の述べられている。世俗法では、「誰も

予言することは許されてはいない。さもなければ首切り刀が死刑を執行する。」

「魔法でもって火の打ちどころのない者を狙う者がいる、また女性の心を肉体

的な欲求に向ける者もいる。このような者は野生の動物の前に投げられるべき

である。」と述べられている。また、トマス・アクイナスは、結ばれたそして

結ばれる結婚を失敗させるには、夫婦間の肉体関係の際に害悪魔術を行うこと

以外の方法はない、つまり害悪魔術が結婚を媒介とした肉体的な結び付きの

前に行われ、それが継続したのなら、結ばれた結婚は妨げられ、解消される 20

と述べている。

クラマーは以上のことから、もし害悪魔術が地上に存在せず、実際に効果や

損害がなかったとしたら、このように述べられることも定められることもな

かったはずであり、聖書などで規定が定められているのは地上に害悪魔術が存

在している証拠であると主張する。

２－２悪魔との契約

次に著者が論じたことは悪魔との契約であった。神に背いた悪魔と契約した

ということが立証できれば、魔女は最悪の異端となり、それだけで異端審問に

かけることができるからである。それでは、まず著者が悪魔とはどのような者

であると考えていたのかを見ておこう 21。著者は、他の神学者と同様に悪魔の

性質は不純であるとしている。その理由をディオニシウスの言葉 22 を借りて

説明している。悪魔は、自惚れや妬みそして怒りといった精神的な罪、また底

なしの凶暴さや際限のない欲求や空想を備えている。また、元は天使であった

悪魔は、理論的に考えることはできるが、直観によってしか行動しない。しか

しながら馬鹿馬鹿しい事においては抜け目がなく、害を与えることに貪欲であ
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り、常に欺瞞を考え、眠っている者を夢によって休ませず、人を病気にし、嵐

をおこし、光の天使の姿に自らを変え、常に地獄を携えている。さらに悪魔

は、善良な者を支配するために常に彼らを悩まし、人間の終わりを待ち構えて

いる。そして天からの堕落以降、教会の統一を分離させ、隣人愛を侮辱し、聖

人の活動にその妬み故に害を与えようとし、あらゆる方法で人間を滅ぼそうと

している。悪魔の力は腰やヘソにある。何故なら、人間は性的快楽によって支

配される事が多いからである。以上が著者の考えていた悪魔像である。そして

このような悪魔と魔女が契約を交わし、共に害悪魔術を作用した時魔女＝異端

となるのである。

著者は、問 2を「害悪魔術を行う場合、常に悪魔と魔女は結託するのか、も

しくは悪魔だけであるいは魔女だけで害悪魔術を成し遂げることができるの

か。」と題し 23、これについて神学的論証を行っている。著者は具体的には次

の 2つの問いを投げかけている。

まず一つ目の問いは、悪魔に関してである。ヨブ記には、「火が天から落ち、

落雷が家畜の群れと奴隷の命を奪い去った。そして家を破壊した突風が子供を

死なせた時、悪魔だけが魔術師の助けなしで神の許可でもって害を及ぼした。」

とある 24。それ故、害悪魔術は魔女が存在しなくても悪魔のみで成し遂げる事

ができるのではないだろうか。二つ目は、魔女に関してである。一つ目の問い

で悪魔が魔女の協力なしで害悪魔術を成し遂げられるのならば、魔女も悪魔の

協力なしで害悪魔術を成し遂げられるのではないか。例えば、アルベルトゥ

ス・マグヌスは、「魔女が、腐らせたセージの葉を泉の中に投げ込むと不思議

な嵐が引き起こされる。」と述べている 25。さらに、アリストテレスは悪意は

自発的であると述べている 26。つまり、間違っていると思っているならば故意

に間違いは行わず、ふしだらだと思っているならば、猥褻行為は行わない。し

かし、もし魔女が悪魔の助けでもって何かを行うのならば、魔女は悪魔によっ

て道具のように扱われる。そして道具は操作している支配者の意志に左右され

るのであって自らの意志で動く事はできない。従って、道具には責任がないの

で、道具の行為は罰せられるべきではないのではないか。

クラマーによれば、悪魔に関するこの問いには、悪魔は地上において魔術師
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や魔女の存在なしでは害悪魔術を作用しえないと答えることができる。何故な

ら、様々な行為は接触によって生じるが、悪魔は精神的な存在であるので肉体

を持っておらず、故に接触によって行動を生じさせることができないからであ

る。従って、悪魔は害を与えるための道具としてマ授与が必要なのである。ヨ

ブは、悪魔によって苦しめられたが、それは害悪魔術によってではなく、悪魔

による有害な行為によってである。ヨブの時代に存在したのは、神の許可で

もって悪魔によって行われる有害な作用だけである。これは、ヨブの時代に

はまだ世界の創造の鮮やかな記憶が存在していたからであり 27、グレゴリウス

大教皇が「聖人の知識が時と共に根付いた様に、悪魔の技も根付いた。そして、

既に地上が主の叡智で満たされている様に今や世界はその終焉に近づいている。

その際、人間の悪意は増大し、愛情は凍り、魔術師の不法は多く存在する 28。」

と述べていることからも明らかである。時と共に悪魔は魔女と一緒になり、地

上に害悪魔術を持ち込んだ。その結果、今日地上において害悪魔術が存在する

のである。それ故、それがたとえ有害な結果にならなかったとしても、害悪魔

術を行うためには常に悪魔と魔女は一緒でなければならない。クラマーによれ

ば、魔女に関しては次のように答えることができる。確かに有害な作用は、天

体の影響や自然の力によって生じさせることができるが、害悪魔術は無理であ

る。何故なら、何かに害を与えるには人間の魂の力では不可能だからである。

それ故、魔女が害悪魔術を行う際には悪魔の助けが必要となる。そして、悪魔

の助けを得るためには「悪魔との契約」が必要であり、魔女は自発的に悪魔に

従うという契約を結ぶのである。また、魔女は悪魔との契約締結後、道具とし

て扱われるのではなく、自由に活動することができる。そひてこの自由な活動

において、魔女は神に背く故意を強化するために行動するのである。

以上のことからクラマーは、害悪魔術を行う際悪魔と魔女は常に結託しなけ

ればならないという結論を導き出した。また魔女は、その自由意思で悪魔との

契約を結んでいるので、罰せられなければならないとした。人間と悪魔との災

いに満ちた有害な交わりの結果、魔女という異端は生じ、増加し、また、悪魔

との契約という点で他の異端とは区別されるとも述べている。クラマーによれ

ば、他の異端は信じることの困難さから誤った教義に与しているに過ぎない
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が、魔女は悪魔との契約、それも神やその被造物への冒涜や中傷を目的とて自

発的に結んだ契約に狂ったようになっているのである。ここで、魔女は異端の

中でも最悪の異端となったのである 29。

２－３神の許可

クラマーは次に神の許可に関して論じている。裁判反対派は、たとえ害悪魔

術が存在していたとしても、絶対的に善なる神がそのような事を望むはずがな

いと考えていた。神の許可がなければ地上に何も起こらないという事に関して

は裁判反対派もクラマーも意見を同じにしていた。そこで、クラマーは、神の

許可に関して 4つの問いを立て、それに答えることによって害悪魔術に神の許

可が存在していることを証明しようとした。

１）問12を「悪魔と魔女に与えられる神の許可について。害悪魔魔術に神の

許可が与えられるという主張は正統信仰に適っているか否か。」と題し 30、神の

許可は害悪魔術が行われる際必要か否かを問ういている。裁判反対派は「神は

全能であるので、世界の創造の際彼の摂理の中から悪や欠陥を排除したに違い

ない。それ故、あらゆる悪や欠陥は神の摂理の下にはない。従って、害悪魔術

は神の許可の下にはない。」と主張していた。クラマーはこの考えを誤りとし、

次のように神の許可に関して論証を行った。彼は、神は悪が起こることを望ん

ではいないが、世界の完璧さ故にそれを許可していると考えており、これに関

して 3人の権威ある人物の言葉を挙げて自らの主張の正しさを裏付けている。

まず、ディオニシウスは「あらゆる者に利益を与える悪があるだろう。それは

世界の完璧さ故である。」と述べており 31、アウグスティヌスは「世界のすば

らしい美しさは、善と悪のあらゆることで構成されている。悪が定められてお

り、ある特定の場所に置かれているので、善と比べることによって善は喜ばし

く称賛に値するものだと分かるのである。」と述べている 32。また、トマス・

アクイナスは「神は悪がおこることも起こらないことも望んではいない。単に

悪が起こることを許可しているのである。これは世界の完璧さ故である。」と

述べている 33。この 3人の権威は、悪が神に許可されていることを肯定してい

る。従って、クラマーは神が悪を許可していることは正統信仰に適っていると

した。
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２）問 13 を「2つの神の許可について。神は全ての悪の根源である悪魔に

罪を犯す許可し、また同様にアダムとイヴの罪も許した。従って、当然なが

ら害悪魔術も許可されるだろう。」と題し 34、本来罪深い生き物によって害悪

魔術や恐ろしい行為が行われることを神が許可するか否かを問うている。クラ

マーは、この問いには、2つの問いに答える形でその正当性を証明している。

①天使や人間のような作り出された性質は、罪を犯さない能力を持つことはな

いのか否か。②神は人間に罪を犯すこと、また誘惑されることを許可する必要

があるのか否か。

まず、神の罪を犯さないという能力を他の生物と共有することは不可能であ

る。もしこれが可能であったのならば、神はキリストにおける 2つの性質、つ

まり神と同時に人間であるという性質や、 マリアにおける母性と処女性を分け

たであろう。また、この神の性質が田野生物と共有できるということは、どの

書物にも見出すことはできない。従って、罪を犯さないという性質は神のみに

属するものであり、人間や天使に属するものではない。

クラマーは、神が人間に罪を犯すことを許可した理由として次の 7つを挙げ

ている。①神の力は唯一普遍であること。アウグスティヌスは「あなたは命令

した。その結果、罪で構成されている悪は、罰で構成されている美しさなしで

は決して起こらない。」と述べている 35。従って、罰は、悪人の罰や万物の美

しさのために人間に害を与える力によって生じる。②善は悪に由来する神の叡

智であるということ。神の力は、善良さと正義、そして悪の許可によって明ら

かである。このため、神が悪を妨げることができるのかと聞かれるなら、神は

それを行うことは可能であると答えられる。しかし、それを行う義務はない。

神は悪が起こることや起こらないことを望んではいない。神は短に世界の完璧

さ故に悪が起こることを許可している。③神の慈悲に関してであり、これはア

ウグスティヌスによって明らかである。彼は、人間は相似にいくつかのことを

理解することはできないが、神は可能であると述べている。従って、神は人間

や魔女の行為を全て把握している。④利益の善のみではなく、罰の悪を与える

神の正義である。理性のある生物（人間）は、自由意思によって自身の行いを

抑制することができる。その結果、罪や利益は人に帰されるべきである。従っ
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て、罪や報いが与えられるべきである。⑤人間は他の生物より悪ではないこ

と。人間の摂理は太陽が昇るといって絶対的な現象までは包括していない。そ

れは、自然の出来事の結果生じていたとしても、それは神の摂理の下にある。

⑥人間の称賛。クラマーはこれに関しては説明をしていない。⑦宇宙の美し

さ。あらゆる罰は、かみによって罪故に与えられているにもかかわらず、害悪

魔術は重大な罪を犯した者に常に与えられているわけではない。しかし神に

よって罪故に罰が与えられるというのは、ヒエロニムスの「我々が苦しむあら

ゆる事は、我々の罪故に受けるに値する。」という言葉からも明らかである。

３）問 14 を「魔女の罪は堕天使やアダムとイヴの罪よりも重大である、魔

女の罪故に多くの人が苦しめられている。それは、あたかもアダムとイヴの罪

故に無実の人が苦しめられているのと同様である。」と題し 36、魔女の罪は神

が許可した他のあらゆる罪よりも重いのか否かを問うている。まず、アダムは

神の恩寵を受けていたにもかかわらず、罪を犯した。これは、神の恩寵を受け

ていない魔女が罪を犯すよりも悪であると考えられる。また、アダムが犯した

罪（原罪）によって、彼の子孫に与えられるはずであった無罪と不死が失われ

た。魔女が罪を犯してもこのような罰は与えられない。故に、アダムの罪は魔

女のそれを上回っているとかんがえられる。しかし、悪の構成要素は悪であ

る。魔女の罪というのはこの種のものであり、教皇教書から結論付けられるよ

うに、魔女は神の許可でもってあらゆる悪を引き起こす。つまり、アダムは悪

の行為を犯すことによってのみ罪を犯したのであり、彼の本来の性質は悪では

ない。しかしながら、魔女は悪を行うことによってのみだけでなく、その本来

の性質が悪であることからも罪を犯しているのである。この 2重の罪はアダム

を上回っているのである。同様に、悪の意思に由来する罪は、無知によって引

き起こされる罪よりも重い。魔女は悪の意思によって信仰や秘蹟を否定してい

るので、今日の魔女によって行われている悪は神が今日までおこることを許し

た悪を上回っているのである。また、魔女の不信仰は、福音書を受け入れな

い不信仰な者、つまり異教徒よりも罪なのである。レイモンド 37 やホステン

ティウス 38 は「背教は、信仰や従順そして誓いからの思慮のない逸脱である。

そして信仰からの逸脱は異教の罪を上回っている。」と述べている。それ故、
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魔女の罪は他の罪よりも重いのである。また、理性や魂の救済といった新興の

否定する悪魔との明白な契約によって害悪魔術を行うことも罪である。信仰を

否定する女性に会ったが、彼女たちはこの契約故に信仰の真理や神聖な告白を

捨てなければならなかった。そこで、もし魔女が心の中では信仰を維持してい

るが、形式的な行動によって悪魔に尊敬や従順を示すことはないのだろうかと

聞かれるなら、次のように答えることができる。魔女が口頭で信仰を捨てると

言い、しかし心の中では信仰を保ち続けていたとしても、魔女は死と地獄のと

の契約故に、信仰から逸脱していると判断される。これは、トマス・アクイナ

スが「悪魔との言葉によるまた行動による契約故に、信仰から逸脱している。

一人の人間は二人の主に仕えることはできない 39」と述べていることから、ま

たアルベルトゥス・マグヌスが「このような人々には、常に言葉や行動による

信仰の逸脱がある。もし呪文を唱えたなら、明らかな契約が悪魔と結ばれたこ

とである。この場合は明確に言葉による信仰からの逸脱である。一方、もし単

に行動によって行われたのなら、それは行動による信仰からの逸脱である。こ

のような人々は、神に望むことを悪魔に望むことによって、常に信仰を侮辱し

ている。そしてこれは、あきらかな信仰からの逸脱であると判断される 40」と

述べていることから明らかである。そして、魔女における恥ずべき犯罪の罪は

他の異端の罪を上回っている。アウグスティヌスは「不信仰者の生活は全て罪

である。」と述べている。これはローマの信徒への手紙の「疑いながら食べる

人は、確信に基づいて行動していないので、罪に定められます。確信に基づい

ていないことは全て罪なのです。」という言葉 41 から明らかである。また、魔

女は断食やしばしば教会に行くことやパンとブドウ酒の拝領にあずかる。これ

は善の行為に分類されるが、魔女は不信仰故、これらの事を行っても神の赦免

を得ることはない。それどころか、これは最も重い罪の一つである。従って、

魔女が善の行為に分類されることを行ったとしても、不信仰故、魔女の罪は死

を免れないのである。

４）民衆に説教すべきであるかどうかという問いに関しての明確な答えは述

べていないが、この作品の執筆の動機からその答えは明らかである。

以上のようにクラマーは、まず地上に害悪魔術が存在していること、次に悪
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魔との契約＝異端であること、そして神の許可が害悪魔術に与えられているこ

とを証明し、更に神の許可が与えられていても魔女の行為は悪であるので罰せ

られるべきであることを様々な引用を用いて神学的に論証した。この論証によ

り、魔女は神の許可を得、悪魔と契約を結び、害悪魔術によって害を与える

者」という魔女の定義を確立した。

おわりに

本来魔女は、宗教的に異端ではなかったが、12 世紀の異端運動の終焉と時

を同じくして、魔女は異端であるという見解が異端審問官の間に現れ始め、魔

女の姿が異端審問の法廷に見られるようになった 42。しかし、この時点では魔

女を異端として裁くための神学的根拠は確立されておらず、少なくとも 15 世

紀半ばまでの段階では、必ずしも魔女裁判が成功したわけではなかった。その

確立のために書かれたのが『魔女への鉄槌』であった。『鉄槌』から読み取れ

るように、異端審問官であった彼らの魔女裁判は、その地の聖職者や諸侯た

ち、あるいは民衆から魔女などは存在していないなどとして魔女裁判に反対さ

れ、ドイツ内で彼らが行った多くの裁判は失敗に終わっていた。彼らのこの経

験は魔女裁判成功のためには何が必要なのかを彼らにはっきりと認識させ、結

果として異端審問官を務めたクラマーとシュプレンガーが『鉄槌』を執筆する

に至ったのである。

多くの研究者が認めるように、『鉄槌』は魔女裁判にとって有効な手引書で

あった。有効な手引書であるには裁判方法はもちろんのことであるが、当時に

おいては、裁判に懐疑的な態度を示す者が多かったが故に、魔女が異端である

という神学的根拠が必要不可欠であった。そこで『鉄槌』は、スコラ学の論証

方法を用いてその第一部で魔女を「神の許可を得、悪魔と結んだ契約によって

害悪魔術を行う者」と定義付けた。ハンゼンも指摘している通り 43、個々の言

辞自体に新しい概念はない。しかし、魔女の定義を論証し、確立することがな

ければ、上記のような理由から、魔女裁判は成功しえなかった。従って、第一

部における論証は裁判を成功させるためには必要不可欠であった。また、魔女

を定義する上で、多くの権威（『鉄槌』第一部においては主にトマス・アクイ
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ナスである）を用いて論証するスコラ学の手法を用いたことによって、この魔

女の定義が神学的に正当であると社会に認めさせることができたと考えられ

る。

そしてまた、この第一部の論証から裁判反対派は、教会法、とりわけグラ

ティアヌス教令集を拠り所に魔女が実在すること及び悪が生じることに神の許

可が存在することを否定していたということが分かる。従来、『鉄槌』が確立

した「神の許可を得、悪魔と結んだ契約によって害悪魔術を行う者」という魔

女の定義の中で最も重要なのは「悪魔との契約」であると言われてきた。これ

は、後世の魔女裁判において、「悪魔との契約」＝異端、故に魔女は異端であ

り、従って魔女裁判は行われなければならないという非常にわかり易い部分の

みが魔女裁判において使用されたからであろう。しかし、『鉄槌』執筆当時に

おいては多くの者が、「悪魔との契約」以前に、地上に害悪魔術が存在するこ

とに疑問を持っていた。それ故、『鉄槌』の著者は、まず地上に害悪魔術が存

在するということを論証しなければならなかった。そして、クラマーは第一部

の問１をこれに当て、聖書やトマス・アクイナスを引き合いに出し、害悪魔術

は地上に存在すると結論付けた。さらに、裁判反対派は、神は悪が起こること

に許可を与えるはずがないとしていたので、神の許可に関する論証もクラマー

にとって重要な点であった。第一部の問 12 から 18 までで神の許可についての

論証を行い、神は、悪を望むことも望まないこともしないが、宇宙の完璧さ故

に悪を許可していると主張した。この二点を神学的に正当であると論証できた

結果として、「悪魔との契約」という定義を魔女の定義とすることができたと

考えられる。従って、「神の許可を得、悪魔と結んだ契約によって害悪魔術を

行う者」 という『鉄槌』における魔女の定義でクラマーが実際に重要だとみな

していたことは、神の許可であり、また、その定義の前提となる地上に害悪魔

術が存在するということであったと考えられる。

しかし、『鉄槌』執筆後、大規模な魔女迫害ないし魔女裁判が各地で起こっ

ているわけではないので、反対派がこの概念を即座に受け入れたわけではない

と考えられる。だが、1491 年にニュルンベルク市参事会の要請でクラマーが

『鉄槌』の要約版 Der Nürnberger Hexenhammerをドイツ語で書いているように、
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クラマーそしてシュプレンガーが確立したこの定義はゆっくりとヨーロッパ中

に根付いていくこととなる。そして、『鉄槌』が本格的に流布するのは執筆か

ら約 100 年を経た 16 世紀半ばになってからである。

本論では、『鉄槌』第一部のみを扱って検証した。今後、第二部を考察する

ことによって、著者の考えていた魔女、反対派の考えていた魔女そして民衆の

考えていた魔女の実態が明らかになる。著者は魔女のどのような行為が異端で

あると考え第一部で魔女を定義するに至ったのかのかが明確になるだろう。こ

れらについいては別論にゆずりたい。
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